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町
職
員
採
用
候
補
者

　

町
で
は
、
23
年
度
採
用
の
町
職
員

（
大
学
卒
程
度
、
短
大
卒
程
度
）
を

募
集
し
ま
す
。

▼
採
用
職
種
と
採
用
予
定
人
数

行
政
職（
一
般
事
務
）
　
　

若
干
名

保
健
師　

１
人

▼
受
験
資
格　

　

行
政
職　

昭
和
56
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
元
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人（
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）

　

保
健
師　

昭
和
56
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人（
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）

試
験
の
方
法

一
次
試
験

▼
期
日　

７
月
25
日（
日
）

▼
場
所　

行
政
職　

福
島
県
自
治
会
館

　
　
　
　
（
福
島
市
中
町
８
番
２
号
）

保
健
師　

ふ
く
し
ま
中
町
会
館

　
　
　
　
（
福
島
市
中
町
７
番
17
号
）

▼
内
容　

大
学
卒
程
度
、
短
大
卒
程

度
の
教
養
試
験
と
専
門
試
験
を
実
施

し
ま
す
。

二
次
試
験

　

一
次
試
験
合
格
者
に
対
し
、
主
と

し
て
人
物
に
つ
い
て
個
別
面
接
・
小

論
文
な
ど
に
よ
る
試
験
を
実
施
し
ま

す
。

車
税
の
み
）で
も
納
付
が
で
き
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い（
た
だ
し
、

納
期
限
後
は
利
用
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま
で
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
）。

　

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
を
納
付

し
た
時
の
領
収
証
書
に
は
、
継
続
検

査（
車
検
）用
の
納
税
証
明
書
が
つ

い
て
い
ま
す
。
車
検
の
と
き
に
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
車
検
証
と
一
緒

に
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

　

さ
ら
に
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦

傷
病
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な
ど
を

持
っ
て
い
る
人
の
た
め
に
使
用
す
る

自
動
車
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す

る
も
の
は
、
申
請
に
よ
り
自
動
車
税

も
し
く
は
軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ

ま
す
。
自
動
車
税
の
減
免
の
申
請
は

納
期
限
ま
で（
軽
自
動
車
税
の
減
免

は
納
期
限
前
７
日
）と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
期
日
ま
で
に
申
請
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
自
動
車
税
で

納
期
限
後
に
申
請
し
た
場
合
は
、
申

請
の
翌
月
以
降
か
ら
月
割
減
免
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
年

度
途
中
で
減
免
の
要
件
に
該
当
し
た

場
合
で
も
申
請
の
翌
月
以
降
か
ら
の

月
割
減
免
と
な
り
ま
す
。

　

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
減
免

の
範
囲
や
申
請
手
続
き
な
ど
に
つ
い

て
は
、
左
記
ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

自
動
車
税

▼
受
験
申
込
用
紙
の
請
求
方
法

　

申
込
用
紙
は
、
役
場
総
務
課
行
政

管
理
業
務
で
交
付
し
ま
す
。

▼
郵
送
を
希
望
す
る
場
合

　

封
筒
の
表
に
「
大
学
卒
程
度
試
験

申
込
用
紙
請
求
」
ま
た
は
「
短
大
卒

程
度
試
験
申
し
込
み
用
紙
請
求
」
と

朱
書
き
し
、
80
円
分
の
切
手
を
貼
っ

た
、
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を

必
ず
同
封
し
て
、
総
務
課
行
政
管
理

業
務（
字
城
南
１
０
０
）へ
送
付
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間

　

５
月
27
日（
木
）～
６
月
25
日（
金
）

※
郵
送
に
よ
る
申
込
書
提
出
の
場
合

は
、
６
月
23
日（
水
）ま
で
の
消
印

有
効

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

総
務
課
行
政
管
理
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税

の
納
期
限
で
す

　

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は
、
町

民
の
皆
さ
ん
の
福
祉
の
増
進
や
教
育

な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
大
切
な
税
金

で
す
。
定
め
ら
れ
た
納
期
限（
22
年

５
月
31
日
）ま
で
に
、
忘
れ
ず
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

　

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
自
動

会
津
地
方
振
興
局　

県
税
部

☎（
29
）５
２
６
１
・
５
２
６
４

軽
自
動
車
税

税
務
課　

賦
課
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

み
ん
な
で
一
緒
に
考
え
て

み
ま
し
ょ
う

　

国
で
は
、
子
ど
も
や
家
庭
、
子
ど

も
の
健
や
か
な
成
長
に
つ
い
て
国
民

全
体
で
考
え
る
こ
と
を
目
的
に
、
毎

年
５
月
５
日
の
「
こ
ど
も
の
日
」
か

ら
１
週
間
を
「
児
童
福
祉
週
間
」
と

定
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
児
童
福
祉

の
理
念
の
普
及
と
啓
発
の
た
め
、
各

種
事
業
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
児
童
福
祉
の
理
念
を

広
く
啓
発
す
る
た
め
、
標
語
を
募
集

し
た
と
こ
ろ
、全
国
か
ら
７
、６
４
６

作
品
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
標
語

選
定
委
員
会
が
選
考
し
た
結
果
、
次

の
作
品
が
22
年
度「
児
童
福
祉
週
間
」

の
標
語
に
決
定
し
ま
し
た
。

最
優
秀
作
品
（
１
作
品
）

「
地
球
は
ね　

笑
顔
が
つ
ま
っ
た  

  

星
な
ん
だ
」

（
宇
野
絢あ

や

子こ

さ
ん  

11
歳　

滋
賀
県
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

納
期
限

児　

童

募　

集１．猪苗代町全域下水道整備計画の見直しに
　　ついて

　猪苗代湖をはじめとする公共用水域で、良好な水
質を確保するためには、生活排水対策は不可欠です。
そのため、町全域にわたっての排水処理施設の整備
が急務とされてきました。町でも公共下水道、特定
環境保全公共下水道や農業集落排水施設による集合
処理と、合併処理浄化槽による個別処理での整備計
画を策定し、各事業を進めてきたところです。
　しかし、近年の公共事業予算の減少などから、集
合処理方式での整備を進めることは困難な状況にあ
ります。町全域における整備の早期完了を図り、生
活排水対策に取り組むため、現段階で事業未着手と
なっている集合処理計画を見直します。
　次の地区は個人設置型合併処理浄化槽での整備地
区になります。

　【集合処理から個別処理（合併処理浄化槽）に変更
　する事業地区】
○農業集落排水事業
　・翁島地区　（五十軒、翁島駅前、土田、砂川、　
　　西久保、行津 ･ 桜川）
　・若宮地区　（名家、酸川野、田茂沢、木地小屋）
　・中小松地区（中目、松橋、小平潟）
　・小田地区　（小田）
○公共下水道事業
　・三郷処理区（内野、明戸、下舘、志津、荻窪、
　　水沢、伯父ケ倉）

２．浄化槽関係補助制度の改正点について

◯浄化槽設置整備事業補助金
　下水道事業（公共、特環、農集排）の計画区域以
外、または当分の間下水道事業の実施が見込まれな
い地区に浄化槽を設置する場合に、設置費用の一部
を補助する制度です。窒素除去型浄化槽を設置した
場合に適用される上乗せ補助の性能基準が、これま
での「T-N20㎎／㍑」から「T-N10㎎／㍑」に変更
になりました。

○単独浄化槽等撤去補助金
　浄化槽設置整備事業により浄化槽を設置する際
に、併せて既設の汲み取り便槽または 50 人槽以下
の単独処理浄化槽を全て撤去する場合は、撤去費の
補助制度があります。
　本年度から、単独処理浄化槽の撤去補助金の額が
引き上げられました。
○浄化槽維持管理費補助金
　下水道の供用区域以外の地区で 10 人槽以下の浄
化槽を使用している個人、団体や法人に対してその
維持管理に要する費用の一部を補助する制度です。
補助の対象経費は保守点検委託料、清掃費（汚泥抜
き取り）と法定検査手数料（浄化槽法第 11 条）です。
　これまで単独・合併処理浄化槽ともに補助期間は
5 年間でしたが、本年度から合併処理浄化槽につい
ては補助期限を廃止しましたので、過去に 5 年間
補助を受けた場合でも、再び申請して補助を受ける
ことができるようになりました。

３．下水道関係補助制度の改正点について

◯水洗便所改造資金融資あっせんの利子補給制度
　下水道に接続するための改造資金を、町の融資
あっせんを利用して金融機関から借り入れた場合
に、その利子相当額を町が助成する制度です。
　本年度から下水道に接続可能となってからの経過
年数区分を廃止しました。今後は融資あっせんを利
用した全ての借り入れで、利子相当額の全額を助成
することになりました。

■問い合わせ先
　上下水道課　下水道業務　☎（62）5633

上下水道課からのお知らせ

美しい猪苗代湖の水環境をみんなで守りましょう
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行
政
相
談
委
員
に
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
の
定
例
相
談
を
実

施
し
ま
す
。
定
例
相
談
は
毎
月
１
回

第
３
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
猪
苗
代
町
行
政
相
談
委
員

宮
沢　

重
正
さ
ん（
下
舘
）

☎（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
時　

５
月
19
日（
水
）

　

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

告　

示

・
第
37
号
「
特
定
環
境
保
全
公
共
下

水
道
供
用
開
始
告
示
」

（
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
）

・
第
38
号
「
猪
苗
代
町
空
き
店
舗
利

活
用
事
業
補
助
金
の
交
付
等
に
関
す

る
要
綱
」

（
企
画
財
務
課
企
画
調
整
業
務
）

て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
49
号
「
分
任
出
納
員
の
告
示
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
50
号
「
充
当
通
知
書
の
公
示
送

達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
51
号
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
・
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

（
天
空
の
さ
と
・
す
み
れ
）」

（
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
業
務
）

・
第
52
号
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
・
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
す
み
れ
・
梨
ノ

木
）」

（
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
業
務
）

・
第
53
号
「
捜
索
調
書（
謄
本
）の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
54
号
「
公
売
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
55
号
「
交
付
要
求
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
56
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
57
号
「
繰
上
徴
収
通
知
書
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

公　

告

・
第
13
号
「
猪
苗
代
南
部
土
地
区
画

整
理
事
業
の
事
業
計
画
変
更（
取
消

し
）公
告
」（
建
設
課
都
市
整
備
業
務
）

・
第
39
号
「
猪
苗
代
町
総
合
評
価
方

式
指
名
競
争
入
札
試
行
要
領
の
一
部

を
改
正
す
る
要
領
」

（
企
画
財
務
課
財
務
業
務
）

・
第
40
号
「
猪
苗
代
町
低
入
札
価
格

調
査
事
務
処
理
要
領
の
一
部
を
改
正

す
る
要
領
」

（
企
画
財
務
課
財
務
業
務
）

・
第
41
号
「
猪
苗
代
町
建
設
工
事
等

暴
力
団
排
除
措
置
要
綱
の
一
部
を
改

正
す
る
要
綱
」

（
企
画
財
務
課
財
務
業
務
）

・
第
42
号
「
猪
苗
代
町
多
子
世
帯
保

育
料
負
担
軽
減
補
助
金
の
交
付
等
に

関
す
る
要
綱
」

（
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
業
務
）

・
第
43
号
「
猪
苗
代
町
人
工
透
析
患

者
通
院
交
通
費
補
助
事
業
実
施
要
綱

の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
」

（
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
業
務
）

・
第
44
号
「
猪
苗
代
町
新
規
学
卒
者

等
就
職
支
援
奨
励
金
交
付
要
綱
」

（
商
工
観
光
課
商
工
観
光
業
務
）

・
第
45
号
「
猪
苗
代
町
観
光
商
品
券

発
行
事
業
補
助
金
の
交
付
等
に
関
す

る
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
」

（
商
工
観
光
課
商
工
観
光
業
務
）

・
第
46
号
「
猪
苗
代
町
定
住
促
進
住

宅
家
賃
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
取
扱

要
綱
」（
建
設
課
都
市
整
備
業
務
）

・
第
47
号
「
平
成
21
年
度
固
定
資
産

税
督
促
状
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
48
号
「
平
成
21
年
度
国
民
健
康

保
険
税
督
促
状
の
公
示
送
達
に
つ
い

・
第
14
号
「
公
共
下
水
道
受
益
者
負

担
金
の
賦
課
区
域
に
つ
い
て
」

（
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
）

・
第
15
号
「
特
定
環
境
保
全
公
共
下

水
道
受
益
者
負
担
金
の
賦
課
区
域
に

つ
い
て
」

（
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
）

・
第
16
号
「
下
水
道
区
域
外
流
入
受

益
者
負
担
金
の
賦
課
区
域
に
つ
い

て
」（
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
）

・
第
17
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

に
つ
い
て
」

（
農
業
委
員
会
農
地
業
務
）

・
第
18
号
「
固
定
資
産
課
税
台
帳
に

登
録
す
べ
き
固
定
資
産
の
負
担
金
の

す
べ
て
を
登
録
し
た
件
」

（
税
務
課
賦
課
業
務
）

・
第
19
号
「
抑
留
犬
の
公
告
に
つ
い

て
」（
町
民
生
活
課
生
活
環
境
業
務
）

・
第
21
号
「
予
防
接
種
の
実
施
に
つ

い
て
」

（
保
健
福
祉
課
健
康
づ
く
り
業
務
）

・
第
22
号
「
猪
苗
代
町
指
定
給
水
装

置
工
事
事
業
者
の
告
示
に
つ
い
て
」

（
上
下
水
道
課
水
道
施
設
業
務
）

・
第
23
号
「
公
売
及
び
見
積
価
格
の

公
告
に
つ
い
て（
平
成
22
年
度
第
１

号
）」（
税
務
課
収
納
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇「
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ
」が
届

い
た
後
に
町
外
へ
転
出
し
た
人
は
、

転
出
先
の
市
区
町
村
に
予
防
接
種
の

方
法
を
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

に
は「
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ
」を

郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◇
最
近
転
入
し
た
ば
か
り
な
ど
の
理

由
で「
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ
」が

届
い
て
い
な
い
人
は
、
町
保
健
福
祉

課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
件
数　

10
件
程
度
を
予
定
。

▼
申
請
手
続
き

　

こ
の
補
助
金
の
制
度
お
よ
び
様
式

に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
猪

苗
代
町
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
設
置
事
業
費
補
助
金
に
つ
い
て

（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
・
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
フ
ァ

イ
ル
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
経
済
産
業
省
所
管
の
補
助
金
に
つ

い
て
は
、
太
陽
光
発
電
普
及
拡
大
セ

ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
業
務

☎（
62
）２
１
１
２　

FAX（
62
）５
１
７
５

麻
し
ん
・
風
し
ん
の
予

防
接
種
を
実
施

　

４
月
か
ら
６
月
は
麻
し
ん（
は
し

か
）や
風
し
ん
が
流
行
す
る
季
節
で

す
。
予
防
接
種
の
対
象
と
な
る
お
子

さ
ん
を
お
持
ち
の
保
護
者
の
皆
さ
ん

は
、
早
め
に
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ

ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん

　

１
期
：
生
後
12
～
24
ヶ
月

　

２
期
：
小
学
校
入
学
前
年

　

３
期
：
中
学
１
年
生

　

４
期
：
高
校
３
年
生
相
当

▼
接
種
料
金　

　

公
費
負
担
の
た
め
無
料

▼
接
種
方
法

　

対
象
と
な
る
皆
さ
ん（
保
護
者
）

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
に
補
助
金

　

町
で
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
観

点
か
ら
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
と
促

進
を
図
り
、
自
然
と
共
生
す
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
循
環
型
社
会
を
構

築
す
る
た
め
、
住
宅
用
太
陽
光
発
電

シ
ス
テ
ム
を
設
置
す
る
人
に
対
し
、

予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

▼
補
助
対
象
要
件

　

町
内
在
住
の
人
が
、
居
住
ま
た
は

居
住
し
よ
う
と
す
る
住
宅（
店
舗
併

用
住
宅
を
含
む
）に
シ
ス
テ
ム
を
設

置
す
る
場
合
に
、
そ
の
設
置
に
要
す

る
経
費
を
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

太
陽
光
発
電
普
及
拡
大
セ
ン
タ
ー
が

定
め
た
住
宅
用
太
陽
光
発
電
導
入
支

援
対
策
費
補
助
金
交
付
規
程
（
20
年

12
月
24
日
Ｊ―

Ｐ
Ｅ
Ｃ
第
０
８
１
０

―

０
０
０
７
号
）第
４
条
（
対
象
シ

ス
テ
ム
）の
規
定
に
定
め
る
要
件
を

満
た
す
も
の
に
限
り
ま
す
。

▼
補
助
金
額

　

１
㌔
㍗
当
た
り
３
０
，０
０
０
円
。

最
大
出
力
値
が
４
㌔
㍗
を
超
え
る
場

合
は
、
４
㌔
㍗
を
上
限
と
し
ま
す
。

▼
受
付
開
始　

　

４
月
１
日（
木
）か
ら
開
始
し
て

い
ま
す

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

お
知
ら
せ

相　

談

掲
示
板

※特に高速道路では、異常箇所特定のため、道
　路名、進行方向、岐路ポスト、周辺の施設名
　などを確認してください。
※県管理の道路などについては、夜間、土・日・
　祭日は対応できないことがあります。
※故障車は、高速道路だけ対象です。
※事故情報は警察に連絡してください。

＃9910緊 急
通 報

幹線道路の異状を発見したら…

※道路交通情報は、（財）日本道路交通情報セン
　ター（☎ 050‐3369‐6666）、携帯短縮ダイヤ
　ル（＃ 8011）に問い合わせてください。
※運転中の会話は、道路交通法で禁止されてい
　ます。安全な場所に停車して電話してくださ
　い。
※ダイヤル式電話は使用できません。

へ道路緊急

ダイヤル

・ガードレールが壊れている
・路面に油や土砂などの汚れ
・路面に穴があいている
・故障車や落下物などがある ）→ 　＃9910に電話

　24 時間受付

　通話は無料です

緊急通報以外の道路相談は「道の相談室」へ　フリーダイヤル　☎ 0120‐106‐497


